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弁護士（法曹）の国際化への対応強化について－ビジネス法務関係 

（国際化検討会第１５回検討会） 

 

２００３年６月５日 

日本弁護士連合会 

 

１．審議会意見書の該当箇所 

・ 「こうした中、透明かつ公正なルールの下で、ルール違反を的確にチェッ

クするとともに、権利・自由を侵害された者に対し適正迅速な救済をもた

らす司法の役割を強化し、その国際的対応力を強めることが、焦眉の課題

となる。自由で公正な社会や効率的な市場システムを支える適正迅速な紛

争解決手段の整備、国際的組織犯罪や各種危機管理への的確な対応、社会

の様々な場面での人権の保障、戦略的リスク管理や法遵守を含むコーポレ

ート・ガバナンスの確立、国家戦略としての知的財産や情報金融技術への

取組み等において、我が国司法（法曹）が社会のニーズに積極的に対応し、

十分な存在感を発揮していくことが、我が国社会経済システムの国際的競

争力・通用力といった見地からも一層強く求められることとなろう。」（５

３頁） 
・ 「弁護士が国際化時代の法的需要に十分満たすことができる質の高い法

律サービスを提供するようにすべきである。 

   このような見地から、弁護士人口の大幅増員、弁護士事務所の執務体制

の強化、弁護士の国際交流の推進、外国法事務弁護士等との提携・協働、

法曹養成段階における国際化の要請への配慮を進める等により、弁護士の

国際化を抜本的に強化すべきである。」（５５頁） 

 

２．ビジネス面で求められる弁護士の国際化のイメージ 

（１）弁護士の国際化の具体的イメージ 

・ 弁護士が国際的な企業取引（企業買収、金融取引など）で内外の依頼者を

代理し、契約書作成、交渉などを行う。 

・ 弁護士が、内外の国際的な紛争事例（日本企業・外国企業間の裁判、仲裁

案件、ダンピング手続など）で依頼者を代理して参加する。 

・ 多くの弁護士が、内外の国際的な企業の法務部門でコンプライアンスを含

む幅の広い法務を扱う。 

・ 多くの弁護士が外国人の法律相談や法律事務を扱う。 

・ 多くの弁護士が、国際機関や国際的な団体で活躍する。 
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・ 多くの弁護士が、日本の省庁で国際的な問題を取り扱う。 

・ 多くの弁護士が、国際的な司法支援活動に従事する。 

・ 法律事務所の中で、外国人の弁護士と対等に議論し協働している。 

・ 多くの日本の法律事務所が海外に支店を有し、海外での案件に直接関与し

ている。 

 

（２）弁護士の国際化の要素 

 弁護士の「国際化」を検討する上で、その意味を明確に認識しておく必要が

ある。 

 現在のところ WTO 貿易交渉などの純粋国際条約の締結、運用および解釈を除

き、世界の法務サービスは各国の法律を基にしたサービスである。英米法系、

大陸法系などの法体系の類似性はあっても具体的なサービスの面では、資格を

得た自国の法律についてサービスを実施している（詳細な専門家としての助言

を実施し、法廷などで代理する業務を行う以上、資格を得た国のサービスを行

うことは当然のことである）。 

 上記の理解をもとに、考えうる弁護士の国際化の「要素」は以下の点である。 

 

① 弁護士自身の素養 

・ 他国の依頼者、同業者などと自由に意思疎通をすることができる。 

・ 他国の依頼者、同業者などに対して専門的な助言、意見交換をすることが

できる。そのためには、自国の法律に精通することおよび比較法的な知見が

あることが必要である。 

② 弁護士の働く場 

・ 弁護士が内外の国際的な環境で働くことができる。 

③ 弁護士事務所の海外進出 

・ 弁護士個人だけでなく、弁護士事務所が国際舞台で活躍することができる。

 

３．弁護士の国際化に必要とされる共通項目（課題） 

① 語学力 

② コミュニケーション力 

③ 法律専門性（国際取引法、渉外紛争法など） 

④ 弁護士雇用機会の拡充（企業、省庁、国際機関） 

⑤ 弁護士が国際的な場で働くために情報提供の拡充 

⑥ 外国の法律事務所での働く場の拡充 

⑦ 日本の法律事務所での外国弁護士の働く場の拡充 

⑧ 日本の法律事務所の組織力強化 
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⑨ 日本の法および紛争処理等のシステムの国際化 

  

４．上記３．の課題に対する対応策 

（１）語学力の向上 

 語学力の問題は弁護士に限ったことではない。 

・ 日本人の語学力向上のために、一般的取り組み実施する。 

・ 法科大学院の受験に語学力（会話力を含む）を考慮する。 

・ 法科大学院で英語で講義する科目を設ける。 

 

（２）コミュニケーション力の向上 

  日本人のコミュニケーション力不足の問題は弁護士に限ったことではない。 

・ ディベートなどを内容とする科目を授業を高校、大学レベルの教育に導入

する。 

・ 法科大学院の授業に、ディベート、依頼者とのコミュニケーション、交渉

などの科目を設ける。 

 

（３）法律専門性（国際取引法、渉外紛争法など） 

  無国籍な弁護士実務はないのであるから日本法の実務に精通することが必 

要である。他方、比較法的視野を持てる環境の整備が必要である。 

・ 弁護士事務所での経験の豊かな弁護士からトレーニングを受けることが

可能となる法整備を行う(外国法事務弁護士の単独雇用の場合に、日本の

法実務をトレーニングする弁護士がいないことが危惧される)。 

・ 専門性を持つために弁護士事務所の規模が拡大することが必要であり、方

法として弁護士の人数の拡大が考えられる。 

・ 留学制度の拡充により外国での法学教育を受ける機会を増やす。 

・ 外国の弁護士と働く場を拡張する（外国法事務弁護士との共同事業）。 

・ 研究の場（比較法研究）と実務の場(日本法の実務)の人事交流を拡大する。 

・ 法科大学院において比較法(実務)の科目を導入する。 

・ 日弁連において専門家研修を導入する。 

 

（４）弁護士雇用機会の拡充（企業、省庁、国際機関） 

  任期付公務員制度の導入により、弁護士が省庁に登用されることが多くな

ってきおり、よい傾向である。よりいっそう省庁および民間における弁護士

の有効活用に対する意識改革も求められている。具体的な対応策として、以

下の方策が考えられる。 
・ 任期付公務員制度の利用により、省庁の国際的な法律実務に関するポジシ
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ョンに弁護士を登用する（例として、外務省の条約局など）。JICA など準

公務所についても同様である。登用人数の数値目標も検討すべきである。 
・ 弁護士の登用にあたって、資格を有する経験者に応じた給与制度を設定す

る。 
・ 国際機関からの法律分野の人材派遣要請および登用情報を弁護士が容易

に入手し、応募できる制度を構築する。 
・ 法律実務家として弁護士を登用することが有効であるとの意識の改革を

行う。 
 

（５）弁護士が国際的な場で働くための情報提供の拡充 

・ ホームページ等を利用した上記（４）に関する職業情報を提供するなどの

広報活動を広く行うべきである。 
 

（６）外国の法律事務所での働く場の拡充 

・ 弁護士と外国法事務弁護士との共同事業の定着化を図る。 

 

（７）日本の法律事務所での外国弁護士の働く場の拡充 

・ 弁護士と外国法事務弁護士との共同事業の定着化を図る。 

 

（８）日本の法律事務所の組織力強化 

・ 弁護士事務所が海外に進出するためには、弁護士事務所の規模が拡大する

ことが必要であり、方法として弁護士の人数の拡大が考えられる 

・ 弁護士と外国法事務弁護士との共同事業の定着化を図る。 

・ 弁護士事務所の組織力強化のために，弁護士法人制度の利用を推進する。 

 

（９）日本の法および紛争処理等のシステムの国際化 

 弁護士が国際化するためには、日本法自体が国際化することが必要である。

また、国際的な紛争処理システムとして敬遠されがちな日本の仲裁制度、裁

判制度が公平かつ迅速で効率のよい手続になるよう改善する。 

・ 日本法の英文化、留学生制度の充実などの方策をとることが望まれる。 

・ 仲裁制度を改善する（仲裁担当者の育成など）。 

・ 裁判制度が公平かつ迅速で効率のよい手続になるよう改善する（法廷通訳

の充実を含む）。 

以上 




